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函館市借上市営住宅制度実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は，函館市借上市営住宅制度実施要綱（以下「要綱」

という 。） の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 （建設計画の申請および認定） 

第２条 要綱第７条第２項の建設計画の認定の申請は，函館市借上市営

住宅等建設計画認定申請書（別記第１号様式）を市長に提出して行う

ものとする。 

２ 前項の申請書には，別表第１に定める図書その他の書類を添付しな

ければならない。 

３ 要綱第７条第５項の仮認定の通知は，函館市借上市営住宅等建設計

画仮認定通知書（別記第１号様式の２）によりするものとする。 

４ 要綱第７条第５項の仮認定をするに至らなかった旨の通知は，函館

市借上市営住宅等建設計画認定申請について仮認定をするに至らなか

った旨の通知書（別記第１号様式の２の２）によりするものとする。 

５ 要綱第７条第７項の提出は，仮認定時に付された条件を具備するに

至った旨の届出書（別記第１号様式の３）によりするものとする。 

６ 要綱第７条第９項の仮認定の取消しは，函館市借上市営住宅等建設

計画仮認定取消通知書（別記第１号様式の４）によりするものとする。 

７ 要綱第７条第８項の認定の通知は，函館市借上市営住宅等建設計画

認定通知書（別記第２号様式）によりするものとする。 

（建設計画の内容の変更） 

第３条 要綱第８条第１項の仮認定または認定を受けた建設計画の内容

変更に係る承認申請は，函館市借上市営住宅等建設計画変更承認申請

書（別記第３号様式）によりするものとする。 

２ 前項の申請書には，別表第２に定める図書その他の書類を添付しな

ければならない。 

３ 市長は，第１項の申請があった場合において，変更の承認をすると

きは，函館市借上市営住宅等建設計画変更承認通知書（別記第４号様

式）により，当該申請をした者に通知するものとする。 
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 （要綱第８条第１項の別に定める軽微な変更） 

第４条 要綱第８条第１項の別に定める軽微な変更とは，次のいずれに

も該当しないものとする。 

⑴ 団地の位置の変更 

⑵ 団地の敷地面積の変更で，変更前の面積の５分の１以上を増減す

るもの 

⑶ 団地の形状または建物の配置，構造，規模，形式もしくは間取り

に関する重要な変更 

⑷ 建物の階数の変更 

⑸ 住宅の戸数の変更で，変更前の戸数の１０分の１以上を増減する

もの 

⑹ 共同施設の配置，規模または設計に関する重要な変更 

⑺ 建設費等所要資金予定額の変更で，変更前の額の５分の１以上を

増減するもの 

⑻ 前各号に該当するものを除き，要綱第８条第１項の承認をする際

に付された条件に該当するもの 

 （軽微な変更に係る届出） 

第５条 認定事業者は，補助金の交付決定後において，前条に定める軽

微な変更をしようとするときは，速やかに函館市借上市営住宅等建設

工事設計変更届出書（別記第５号様式）により，市長に届け出なけれ

ばならない。ただし，工事費および補助金の額に変更を生じない場合

は，当該軽微な変更をした後に届け出ることをもって足りる。 

 （協定） 

第６条 要綱第９条の協定の締結は，函館市借上市営住宅等の供給に関

する協定書（別記第６号様式）により，行うものとする。 

 （賃貸借契約） 

第７条 要綱第１０条第１項の賃貸借契約の締結は，第１１条第２項の

規定による完了認定後，速やかに函館市借上市営住宅等賃貸借契約書

（別記第７号様式）により，行うものとする。 

２ 要綱第１０条第２項の賃貸借契約の締結は，新たな契約期間開始年
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度（以下「新年度」という 。） における市の予算が確保され，新年度

に適用される公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号）第

２３条に規定する国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域

別に定める率が告示された後，函館市借上市営住宅等の再借上に係る

賃貸借契約書（別記第７号様式の２）により，行うものとする。 

３ 前２項の場合において，駐車施設（駐車場およびそれに通ずる通路

部分をいう 。） は，当該賃貸借契約の目的物から除くものとする。 

（登記） 

第８条 市長は，前条の賃貸借契約の締結後，当該借上市営住宅等に対

する賃借権の設定登記を行うものとする。この場合において，当該設

定登記に係る市の順位は，住宅金融支援機構（当該借上市営住宅等の

建設に係る資金について融資をした場合に限る 。） を除いて，最先順

位となるようにしなければならない。 

２ 認定事業者は，前項に規定する賃借権の設定登記を承諾するととも

に登記手続に協力するものとする。 

３ 市長は，借上期間が満了したとき，または賃貸借契約を解除したと

きは，速やかに当該借上市営住宅等に対する賃借権の抹消登記を行う

ものとする。 

 （借上料） 

第９条 要綱第１１条第１項および第２項の借上料は，将来の経済情勢

の変動その他正当な理由により改める必要があると認められる場合に

は，賃貸借契約期間中であっても，市長と認定事業者が協議して変更

することができるものとする。 

２ 要綱第１１条第２項の別に定める共同施設は，管理事務所および集

会所とし，その借上料については無償とするものとする。 

 （報告事項） 

第10条 要綱第１２条第１項第１号の建設工事契約の締結に係る報告は，

当該契約締結後，速やかに函館市借上市営住宅等建設工事契約締結報

告書（別記第８号様式）により，契約内容を示す書類を添付して行う

ものとする。 
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２ 要綱第１２条第１項第２号の建設工事の完了に係る報告は，当該建

設工事が完了した日から７日以内に函館市借上市営住宅等建設工事完

了報告書（別記第９号様式）により，行うものとする。 

 （建設工事完了検査） 

第11条 市長は，前条第２項の完了報告書を受けたときは，当該完了報

告書を受けた日から１４日以内に認定事業者の立会いを求めて，当該

建設工事の完了を確認するための検査を行うものとする。 

２ 市長は，前項の検査の結果，当該建設工事が建設計画のとおりに完

了していると認めるときは，函館市借上市営住宅等建設工事完了認定

通知書（別記第１０号様式）により，認定事業者に通知するものとす

る。 

 （引渡し） 

第11条の２ 要綱第１２条の２の引渡しは，函館市借上市営住宅等引渡

し書（別記第１０号様式の２）により，行うものとする。 

 （地位の承継） 

第12条 要綱第２４条の地位の承継の承認を受けようとする者は，承継

の事由発生後速やかに函館市借上市営住宅等建設計画の地位承継承認

申請書（別記第１１号様式）に権原の取得，認定事業者との関係等を

証する書類その他必要な書類を添付し，市長に申請しなければならな

い。 

２ 市長は，前項の申請があった場合において，当該申請の内容を適当

と認めるときは，地位の承継を承認し，函館市借上市営住宅等建設計

画の地位承継承認通知書（別記第１２号様式）により，申請者に通知

するものとする。 

 （権利の譲渡） 

第13条 認定事業者は，建設計画に係る土地の所有権または建物の所有

を目的とする地上権賃借権もしくは使用貸借による権利を他人に譲渡

してはならない。また，建設計画以外の建築物の用途に供してはなら

ない。ただし，市長の承認を得た場合は，この限りでない。 

 （事業の中止または廃止） 
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第14条 要綱第２５条第１項の事業の中止または廃止の承認を受けよう

とする者は，函館市借上市営住宅等建設計画中止（廃止）承認申請書

（別記第１３号様式）により，市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があった場合において，当該申請の内容を適当

と認めるときは，事業の中止または廃止を承認し，函館市借上市営住

宅等建設計画中止（廃止）承認通知書（別記第１４号様式）により，

認定事業者に通知するものとする。 

 （計画の認定の取消し） 

第15条 要綱第２７条第１項の建設計画の認定の取消しの通知は，函館

市借上市営住宅等建設計画認定取消通知書（別記第１５号様式）によ

り，行うものとする。 

（再借上） 

第16条 要綱第２８条第２項の再借上に同意する認定事業者は，函館市

借上市営住宅等の再借上に係る同意書（別記第１６号様式）により，

必要な書類を添付し，市長に届け出るものとする。 

   附 則 

 この要領は，平成１１年７月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１２年１０月１８日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１３年９月３日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１３年９月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１５年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１５年１２月２６日から施行する。 

   附 則 
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 この要領は，平成１６年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成１８年９月２５日から施行する。 

   附 則 

この要領は，令和２年７月１５日から施行する。 

   附 則 

この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第２条関係）

実 施 要 領 第 ２ 条 第 ２ 項 に 定 め る 図 書 そ の 他 の 書 類

１ 設計図面一式

位置図（縮尺1/25,000程度，敷地外に設ける駐車施設を含む）

付近見取図

（縮尺1/1,500 程度，敷地外に設ける駐車施設を含む）

配置図（外構図を兼ねる，縮尺1/200 程度，敷地外に設ける駐車

施設を含む）

敷地求積図（敷地外に設ける駐車施設を含む）

面積表（公営住宅法による面積を明記）

各階平面図（縮尺1/100 程度）

立面図（２面以上，縮尺1/100 程度）

２ 日影図（地盤面上の実日影図）

３ 公図（写）（計画地を朱示，敷地外に設ける駐車施設を含む）

４ 計画地の登記簿謄本（※）

（各筆一部，敷地外に設ける駐車施設を含む）

５ 計画地の固定資産税評価証明書（※）

６ 計画地の現況写真（敷地外に設ける駐車施設を含む）

７ 事業収支計画表（事業収支の計画内容が具体的にわかるもの）

８ 申請者の住民票（※）（法人の場合にあっては，登記簿謄本

（※），定款（※）または寄付行為（※））

９ 申請者の納税証明書（※）

10 申請者の印鑑登録証明書（※）

11 申請者の資格確認書（別紙）

12 その他（土地使用承諾書等特に必要と認める図書等）

備考 ⑴ 書類の大きさは，Ａ４またはＡ４折とすること。

⑵ ※印は写しとする。なお，仮認定を受けた者は，原本を提

出すること。



(別紙)

資格確認書

申請者（個人である場合）

（ふりがな） 本 籍
生年月日

氏 名 住 所

申請者（法人である場合）

（ふりがな）
本 店

名 称

役員に関する事項（申請者が法人である場合）

（ふりがな） 生年月日 本 籍

名 称 役職名・呼称 住 所

※ 欄が必要な場合は，適宜追加すること。



別表第２（第３条関係）

実 施 要 領 第 ３ 条 第 ２ 項 に 定 め る 図 書 そ の 他 の 書 類

１ 設計図面一式

位置図（縮尺1/25,000程度，敷地外に設ける駐車施設を含む）

付近見取図
（縮尺1/1,500 程度，敷地外に設ける駐車施設を含む）

配置図（外構図を兼ねる，縮尺1/200 程度，敷地外に設ける駐車
施設を含む）

敷地求積図（敷地外に設ける駐車施設を含む）

面積表（公営住宅法による面積を明記）

各階平面図（縮尺1/100 程度）

立面図（２面以上，縮尺1/100 程度）

２ 日影図（地盤面上の実日影図）

備考 ⑴ 書類の大きさは，Ａ４またはＡ４折とすること。

⑵ 書類は，変更の対象となるもののみ添付すること。



別記第１号様式（第２条関係）

函館市借上市営住宅等建設計画認定申請書

年 月 日

函館市長 様

住所

認定申請者 氏名

電話（ ） 局 番

函館市借上市営住宅制度実施要綱第７条第２項の規定により，借上市

営住宅等の建設に関する計画について，別紙のとおり関係書類を添えて

認定を申請します。

また，申請者および申請者が法人である場合その役員は，函館市暴力

団の排除の推進に関する条例（平成２６年函館市条例第１５号）第６条

に規定する暴力団員等または暴力団関係事業者ではないことを誓約しま

す。なお，必要があるときは，暴力団員等または暴力団関係事業者につ

いて，市長が関係機関にこの情報を利用して調査を行うことについて，

同意します。



別紙 建設計画 団地名

１ 建設計画に係る敷地の位置

地名地番 函館市 町 番

敷地面積 ㎡

用途地域 地域（法定建蔽率 ％，法定容積率 ％）

防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし

土地に関 ・所有権
・借地権・その他（ ）

する権原 期間は 年 月 日から 年 月 日まで

備考 (1) 防火地域，土地に関する権原の欄は，該当する事項を○で
囲むこと。

(2) 土地に関する権原の欄中「借地権・その他」とは，住宅の
敷地となるべき土地について建物の所有を目的とする地上権
または賃借権をいう。

２ 住宅の戸数

住宅戸数 認定申請対象戸数 戸（全体建設戸数 戸）

内訳 2DKまたは2LDK 戸，3DKまたは3LDK 戸，その他( ) 戸

３ 住宅の規模，構造および設備
(1) 住棟ごとの構造等

住棟番号 戸数 建物の構造 公 営 住 宅 法 に よ る 延 床 面 積

戸 造 階建て ㎡

戸 造 階建て ㎡

計 戸 ㎡

備考 公営住宅法による延床面積は，各階の住戸専用面積，バルコニ
ー面積の１／３および階段，廊下等共用部分の面積を合計したも
のとすること。

(2) 住戸ごとの規模

符号 間 取 り 戸 数 専用面積 符号 間 取 り 戸 数 専用面積

戸 ㎡ 戸 ㎡

戸 ㎡ 戸 ㎡

戸 ㎡ 戸 ㎡

戸 ㎡ 戸 ㎡

備考 (1) 間取り欄には，ＤＫ，ＬＤＫ等の型式を記入すること。
(2) 専用面積には，ＭＢ，アルコーブ，バルコニーおよび共用

部分は含まないこと。



(3) 各住戸に備える設備

有無 附 帯 設 備

台 所 有 ・ 無

水洗便所 有 ・ 無 ・コンセント・手すり

収納設備 有 ・ 無 収納率 ％・外物置

洗面設備 有 ・ 無

浴 室 有 ・ 無 ・手すり・シャワー・段差解消

暖房設備※ 有 ・ 無 ・灯油・ガス・電気／･FF･ｾﾝﾄﾗﾙ･TES(※ｼｽﾃﾑのみ)

そ の 他

備考 (1) 有無の欄は，該当する事項を○で囲むこと。
(2) 附帯設備の欄は，該当する事項を○で囲むか備える設備を

記載し，その実数を記入すること。
４ 住宅の建設の事業に関する資金計画

内 訳

建設費等所要 借上市営住宅等建設費(駐車場を除く) 円

資 金 予 定 額 （うち特殊基礎工事費 円）

（うち共同施設整備費 円）

併存施設建設費(駐車場を含む) 円

用地取得造成費 円

その他（設計・工事監理費） 円

〃 （ ） 円

計

資金調達計画 自 己 資 金 円

借 入 金 円

（うち住宅金融公庫 円）

補 助 金（概算） 円

計 円

５ 建設工事の実施予定期間

着手予定年月日 年 月 日

完了予定年月日 年 月 日



別記第１号様式の２（第２条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 仮 認 定 通 知 書

年 月 日

様

函館市長 印

年 月 日付けで申請のあった建設計画について，次

のとおり函館市借上市営住宅制度実施要綱第７条第４項の仮認定をした

ので通知します。

１ 建設計画認定申請者

住所

氏名

２ 建設計画地

函館市 町 番

３ 仮認定年月日

年 月 日

４ 必要な条件



別記第１号様式の２の２（第２条関係）

函館市借上市営住宅等建設計画認定申請について仮認定をするに

至らなかった旨の通知書

年 月 日

様

函館市長 印

この度，公募いたしました 年度事業実施分の借上市営住宅建

設計画に係る認定申請については，期日までに 件，総戸数 戸の

申請をいただきました。

これらの認定申請について，函館市借上市営住宅制度運営委員会にお

いて， について厳正なる審査を行った結果，貴方

から申請いただいた建設計画については，次の理由により仮認定をする

には至りませんでしたので函館市借上市営住宅制度実施要綱第７条第５

項の規定に基づき通知いたします。

１ 建設計画認定申請者

住所

氏名

２ 建設計画地

函館市 町 番

３ 仮認定をするに至らなかった理由



別記第１号様式の３（第２条関係）

仮認定時に付された条件を具備するに至った旨の届出書

年 月 日

函館市長 様

住所

認定申請者 氏名

電話（ ） 局 番

年 月 日付けで仮認定を受けた建設計画について，

次のとおり仮認定時に付された条件を具備するに至ったので，函館市借

上市営住宅制度実施要綱第７条第７項の規定により届け出ます。

必 要 な 条 件 内 容

添付書類

１ 確認済証の写し

２ 住宅金融公庫の賃貸住宅資金融資に係る融資予約通知書の写し

３ 住宅金融公庫の賃貸住宅資金融資に係る設計審査判定通知書の写し

４ その他市長が必要と認める書類

注 認定事業者の印は，印鑑登録をしている印を押してください。



別記第１号様式の４（第２条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 仮 認 定 取 消 通 知 書

年 月 日

様

函館市長 印

函館市借上市営住宅制度実施要綱第７条第９項の規定により，次のと

おり建設計画の仮認定を取り消したので通知します。

１ 建設計画

仮認定年月日 年 月 日

２ 取消年月日

年 月 日

３ 取消しの理由

この処分について不服があるときは，この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内に函館市長に対して異議申立てをす

ることができます。



別記第２号様式（第２条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 認 定 通 知 書

年 月 日

様

函館市長 印

年 月 日付けで申請のあった建設計画について，次の

とおり函館市借上市営住宅制度実施要綱第７条第７項の認定をしたので

通知します。

１ 建設計画認定申請者

住所

氏名

２ 建設計画地

函館市 町 番

３ 認定年月日

年 月 日

４ 認定番号

第 号

５ 必要な条件等



別記第３号様式（第３条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 変 更 承 認 申 請 書

年 月 日

函館市長 様

住所
申 請 者

氏名
（認定事業者）

電話（ ） 局 番

年 月 日付け（認定番号第 号）で仮認定（認

定）を受けた建設計画の内容について，次のとおり変更したいので，函

館市借上市営住宅制度実施要綱第８条の規定により別紙のとおり関係書

類を添えて承認を申請します。

１ 変更理由

２ 変更内容



別紙（建設計画変更承認申請）建設計画 団地名
１ 建設計画に係る敷地の位置

地名地番 函館市 町 番

敷地面積 ㎡

用途地域 地域（法定建蔽率 ％，法定容積率 ％）

防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし

土地に関 ・所有権
・借地権・その他（ ）

する権原 期間は 年 月 日から 年 月 日まで

備考 (1) 防火地域，土地に関する権原の欄は，該当する事項を○で
囲むこと。

(2) 土地に関する権原の欄中「借地権・その他」とは，住宅の
敷地となるべき土地について建物の所有を目的とする地上権
または賃借権をいう。

２ 住宅の戸数

住宅戸数 承認申請対象戸数 戸（全体建設戸数 戸）

内訳 2DKまたは2LDK 戸，3DKまたは3LDK 戸，その他( ) 戸

３ 住宅の規模，構造および設備
(1) 住棟ごとの構造等

住棟番号 戸数 建物の構造 公 営 住 宅 法 に よ る 延 床 面 積

戸 造 階建て ㎡

戸 造 階建て ㎡

計 戸 ㎡

備考 公営住宅法による延床面積は，各階の住戸専用面積，バルコニ
ー面積の１／３および階段，廊下等共用部分の面積を合計したも
のとすること。

(2) 住戸ごとの規模

符号 間 取 り 戸 数 専用面積 符号 間 取 り 戸 数 専用面積

戸 ㎡ 戸 ㎡

戸 ㎡ 戸 ㎡

戸 ㎡ 戸 ㎡

戸 ㎡ 戸 ㎡

備考 (1) 間取り欄には，ＤＫ，ＬＤＫ等の型式を記入すること。
(2) 専用面積には，ＭＢ，アルコーブ，バルコニーおよび共用

部分は含まないこと。
(3) 各住戸に備える設備



有無 附 帯 設 備

台 所 有 ・ 無

水洗便所 有 ・ 無 ・コンセント・手すり

収納設備 有 ・ 無 収納率 ％・外物置

洗面設備 有 ・ 無

浴 室 有 ・ 無 ・手すり・シャワー・段差解消

暖房設備※ 有 ・ 無 ・灯油・ガス・電気／･FF･ｾﾝﾄﾗﾙ･TES(※ｼｽﾃﾑのみ)

そ の 他

備考 (1) 有無の欄は，該当する事項を○で囲むこと。
(2) 附帯設備の欄は，該当する事項を○で囲むか備える設備を

記載し，その実数を記入すること。
４ 住宅の建設の事業に関する資金計画

内 訳

建設費等所要 借上市営住宅等建設費(駐車場を除く) 円

資 金 予 定 額 （うち特殊基礎工事費 円）

（うち共同施設整備費 円）

併存施設建設費(駐車場を含む) 円

用地取得造成費 円

その他（設計・工事監理費） 円

〃 （ ） 円

計

資金調達計画 自 己 資 金 円

借 入 金 円

（うち住宅金融公庫 円）

補 助 金（概算） 円

計 円

５ 建設工事の実施予定期間

着手予定年月日 年 月 日

完了予定年月日 年 月 日



別記第４号様式（第３条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 変 更 承 認 通 知 書

年 月 日

様

函館市長 印

年 月 日付けで申請のあった仮認定（認定）を受けた

建設計画の内容の変更について，次のとおり函館市借上市営住宅制度実

施要綱第８条の承認をしたので通知します。

１ 建設計画変更承認申請者

住所

氏名

２ 建設計画地

函館市 町 番

３ 必要な条件等



別記第５号様式（第５条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 工 事 設 計 変 更 届 出 書

年 月 日

函館市長 様

住所

認定事業者 氏名

電話（ ） 局 番

年 月 日認定番号第 号で認定を受けた建設

計画の内容について，次のとおり軽微な変更を行いますので，函館市借

上市営住宅制度実施要領第５条の規定により届け出ます。

１ 変更理由

２ 変更内容

添付書類

変更内容を明示する図面等



別記第６号様式（第６条関係）

函館市借上市営住宅等の供給に関する協定書

（協定の締結）

第１条 （以下「甲」という。）および函館市（以下「乙」と

いう。）は，函館市借上市営住宅制度実施要綱第９条の規定に基づき，

借上市営住宅等の供給に関する協定を締結する。

（借上市営住宅等）

第２条 この協定において「借上市営住宅等」とは，甲が建設し，乙が

市営住宅として借上げする住宅およびその附帯施設ならびに共同施設

をいう。

２ この協定において「本物件」とは，甲の申請に基づき，市長が

年 月 日認定番号第 号で認定をした借上市営住

宅等をいう。

３ 本物件の計画概要は，別紙１に記載するとおりである。

（本物件の建設）

第３条 甲は，事業計画に基づき本物件の建設を行うとともに，函館市

借上市営住宅制度実施要綱，函館市借上市営住宅制度実施要領，函館

市借上市営住宅整備基準およびその他の関係法令等を遵守しなければ

ならない。

（本物件の変更）

第４条 甲は，本物件の事業内容を変更するときは，直ちに乙と協議し

なければならない。

２ 甲（第３号および第６号の場合にあっては，相続人または清算人等

を含む。）は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちに乙に対

して，その旨を書面で届け出なければならない。

⑴ 住所または氏名（法人の場合は，所在地，名称または定款もしく

は寄付行為）を変更したとき。

⑵ 死亡し，または成年被後見人もしくは被保佐人となったとき。

⑶ 相続したとき。



⑷ 差押，仮差押，租税滞納処分その他これらに類する処分を受けた

とき。

⑸ 会社の合併または営業の全部を譲渡したとき。

⑹ 民事再生手続開始，会社整理開始，会社更正手続開始，破産もし

くは競売を申し立てられ，または自ら会社整理開始，和議開始，会

社更正手続開始，もしくは破産の申立てをしたとき。

⑺ 営業の廃止，変更または解散の決議をしたとき。

（敷地に関する事項）

第５条 甲は，本物件の敷地と隣接する土地との境界に関する事項につ

いて，責任をもって管理するものとし，乙は，一切その責任を負わな

いものとする。

（建設に要する費用の補助）

第６条 乙は，甲に対し，本物件の建設に要する費用の一部について，

函館市借上市営住宅制度実施要綱の定めるところにより，補助を行う

ものとする。

（賃貸借契約の締結）

第７条 甲と乙は，本物件完成後，乙が使用を開始する日から２０年を

期間とする賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。ただ

し，駐車施設およびその関連施設は，本契約の対象から除くものとす

る。なお，本契約は，地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契

約とする。

２ 甲は，本契約期間中，乙がやむを得ないと認めた場合を除き，当事

者たる地位を第三者に譲渡し，または承継してはならない。

（本物件の転貸）

第８条 甲は，本契約期間中，乙が本物件を転貸することを異議なく承

諾するものとする。なお，本物件の転借人（以下「入居者」という｡)

の募集に関する業務については，本契約締結前においても行うことが

できるものとする。

（本物件の引き渡し等）

第９条 借上期間の始期は， 年 月 日とし，甲は，その



１０日前までに当該住宅等を入居可能な状態にしたうえで，乙に引き

渡すものとする。ただし，やむを得ない事情があるときは，甲および

乙の協議により，借上期間の始期の日を変更することができるものと

する。

２ 甲は，引渡しに当たっては，管理に必要なしゅん功図を添付するも

のとする。

３ 第１項に規定する引渡日から借上期間の始期の日の前日までの間に

ついては，入居者の転居のために必要な期間とし，その間の当該住宅

等の管理については，乙が責任をもって行うこととする。

（借上料）

第10条 本物件の借上料は，函館市借上市営住宅借上料算定基準により

算出した額に借上げに係る住宅の戸数を乗じて得た額を基に，本物件

の周辺における同種の住宅の賃料の月額と均衡を失しないよう甲と乙

が協議して定めるものとする。

２ 管理事務所および集会所の借上料については，無償とする。

３ 前条第３項に規定する期間内の借上料については，無償とする。

４ 第１項に規定する借上料のほかは，敷金，権利金，保証金その他名

目の如何を問わず，乙は甲に対して何ら支払義務を負わない。

（維持および修繕）

第11条 甲および乙が行う本物件の維持または修繕は，次の負担区分に

よるものとする。

⑴ 甲は，入居者の責めに帰すべき事由による場合を除き，別紙２に

掲げるもの。

⑵ 乙は，建物の瑕疵によるものを除き，別紙３に掲げるもの。

⑶ 前２号によらない場合は，甲乙協議による。

２ 乙は，入居者の責めに帰すべき事由による場合を除き，維持または

修繕が必要であると認めた場合，甲の負担により維持または修繕をす

ることを求めることができる。この場合において，甲は，甲の負担に

より維持または修繕をしなければならない。

３ 乙は，維持もしくは修繕が急施を要すると認めた場合または前項の



規定による維持もしくは修繕の要求にもかかわらず甲が維持もしくは

修繕をしない場合，甲に代わって維持または修繕をすることができる。

この場合において，乙は，甲に対し，支払期限を定めて，当該維持ま

たは修繕に要した費用を請求することができる。

４ 甲は，前項の費用を乙の請求に基づき，乙に支払わなければならな

い。

５ 甲が前項の規定による支払を第３項の支払期限を過ぎても履行しな

い場合，乙は，第１０条の借上料と当該請求額とを相殺することがで

きる。

６ 甲は，本物件について，法令等を遵守し管理を行うとともに，住宅

の安全性，居住性および耐火性に関する適切な性能を維持するため，

長期的な修繕計画に基づき計画的に修繕を行い，入居者が安定的に居

住することが出来るよう適正な維持管理に努めなければならない。

（管理業務）

第12条 乙は，本契約期間中，次の各号に掲げる管理業務を行うものと

する。

⑴ 入居者の募集および決定に関すること。

⑵ 家賃および敷金の受領および精算ならびに未収入金の督促および

受領に関すること。

⑶ 入退去手続きに関すること。

２ 乙は，前条第１項，第３項および前項に規定する乙の業務の一部を，

乙が指定する者に委託することができる。

３ 乙は，善良なる管理者としての注意をもって，本物件の維持管理に

努める。

（賃借権の登記）

第13条 乙は，本契約の締結後，本物件に対する賃貸借の設定登記を行

うものとする。この場合において，甲はこれを承諾するとともに，登

記手続に要する書類を乙に提出する。

（権利設定の制限等）

第14条 甲は，乙の承諾なくして，本物件およびその敷地を他に譲渡し，



または原状を変更し，もしくはこれらに抵当権その他の権利を設定し

てはならない。

（併存施設に関する協議）

第15条 甲は，借上市営住宅等に住宅以外の用途の施設を併存する場合

は，その用途について，乙と協議し，乙の承諾を得て決定するものと

する。

（駐車施設の賃貸および管理業務）

第16条 甲は，本物件に設置する駐車施設を，入居者に優先的に賃貸し

なければならない。

２ 甲は，入居者に賃貸する駐車施設の使用料について，当該住宅の周

辺における同種の駐車施設の使用料を上回らないよう定めるものとす

る。

（調査および報告等）

第17条 甲は，本物件の建設に当たって，借入金および各申請関係等に

ついて，次の事務処理等を行い，書類その他の図書，写真等を速やか

に乙に提出しなければならない。

⑴ 金銭消費貸借契約の締結

⑵ 工事請負契約内容の承認および締結

⑶ 建設工事の着工

⑷ 現場審査に関する申請および合格

⑸ 表示・保存登記手続

⑹ 火災保険等の加入手続

⑺ 建設工事完了に関する手続

２ 甲は，前項の内容に変更が生じたときは，速やかに乙に報告しなけ

ればならない。

３ 甲は，乙が本物件およびその敷地または事業状況等に関し調査また

は報告を求めたときは，何時でもその要求に応じなければならない。

４ 前３項の調査および報告により，乙が必要と認めるときは，乙は本

物件およびその敷地の立入検査を行うことができる。

（協定当事者の変更等）



第18条 甲は，乙がやむを得ないと認めた場合を除き，この協定の当事

者としての地位を第三者に譲渡し，または承継させてはならない。

（協定の有効期間）

第19条 この協定の有効期間は，協定締結の日から本物件の賃貸借契約

の契約期間の始期の日の前日までとする。

（協定の解除）

第20条 甲または乙は，相手方がこの協定に違背し，催促の後もなお改

善されないとき，もしくは甲が次の各号のいずれかに該当する場合，

この協定を解除することができる。

⑴ 甲が，函館市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年函館

市条例第１５号）第６条に規定する暴力団員等または暴力団関係事

業者と認められるとき。

⑵ 甲が，北海道暴力団の排除の推進に関する条例（平成２２年北海

道条例第５７号）第１４条または第１５条各項に規定する禁止行為

を行ったと認められるとき。

⑶ 甲が，本事業に関し，前２号のいずれかに該当することを知りな

がら，当該者を業務に従事させ，または業務の補助者として使用し

たと認められるとき。

（補助金の返還）

第21条 前条に規定する甲の違背等によりこの協定を解除した場合，甲

は受領済みの補助金の全部または一部を乙に返還しなければならない。

（不当介入等に対する届出義務）

第22条 甲は，本事業の履行に当たり暴力団等（函館市暴力団等排除措

置要綱第１条にいう暴力団等をいう。以下同じ。）から不当介入等（

函館市暴力団等排除措置要綱第１３条第１項にいう不当介入等をいう。

以下同じ。）を受けた場合は，その旨を直ちに乙へ報告するとともに，

所轄の警察署に届け出なければならない。

２ 甲は，暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は，その旨

を直ちに乙へ報告するとともに，被害届を速やかに所轄の警察署に提

出しなければならない。



（協議等）

第23条 公営住宅法等関係法令，条例等の改正に伴い，この協定を変更

する必要が生じたときは，甲および乙はこれを変更するものとする。

２ この協定に疑義が生じたとき，または定めのない事項について約定

する必要があるときは，甲および乙は誠意をもって協議し解決する。

（管轄裁判所）

第24条 この協定から生ずる一切の法律上の訴訟については，函館地方

裁判所に行うものとする。

この協定を証するため，本書２通を作成し，甲乙それぞれ記名押印の

うえ，各自その１通を保有する。

年 月 日

住所

甲 氏名 ,

乙 函館市

函館市長 ,



別紙１

本物件の計画概要

建物名称

計画概要（敷地）

地名・地番 函館市 町 番

土地に関する権原 □所有権 □他の権利設定（ ）

敷地面積 ㎡

計画概要（建物）

建築面積 ㎡

延床面積 (建築基準法) ㎡

延床面積 (公営住宅法) (併存施設を除く) ㎡

工事完了予定年月 年 月

住戸数 総戸数 戸 (うち市営住宅として借上げる戸数 戸）

□有( 台分）□棟内( 箇所）□棟外( 箇所）
自転車置場

付 □無

帯 □有(延べ ㎡）□棟内( 箇所）□棟外( 箇所）
物置

施 □無

設 その他 □棟内(延べ ㎡),( 箇所）

( ) □棟外(延べ ㎡),( 箇所）

駐車場（借上げの対象から除く）

敷地内に設ける □有（区画数 ）
駐車施設

□無

敷地外に設ける □有（区画数 ）
駐車施設

□無

併存施設 □有（用途 ),（床面積 ㎡）

(借上げの対象から除く) □無



別紙２

甲が行う維持および修繕（乙の責めに帰するものを除く。）

構造体およ 構造体等の破損，欠落，クラックの修繕

び仕上げ 外部および鉄部の塗装

外壁雨漏りおよび結露の修繕

屋根 雨漏り，屋上フェンスその他の修繕，取替え

共用部分 階段および廊下のモルタル塗り，ノンスリップ，手摺の

修繕，取替え

雨樋の修繕，取替え

鉄扉等（ＭＢ，ＰＳ）の修繕，取替え

掲示板の修繕，取替え

電気設備 外灯，階段灯等の修繕，取替え

（屋外部 電気室，共用分電盤，電線管の修繕，取替え
分

を含む） テレビ共聴機器，電波障害対策設備の修繕，取替え

給水ポンプ制御盤の修繕，取替え

各戸メーターより内部（住戸内分電盤を含む）の破損修

繕以外の修繕

給排水設備 給水管の修繕，取替え

（屋外部 各種弁類の修繕，取替え
分

を含む） 汚水桝類，汚水管，雑排水管の修繕，取替え

受水槽，給水ポンプの修繕，取替え

受水槽の清掃，消毒

ガス設備 ガス配管の修繕，取替え

各戸メーターより内部の破損修繕以外の修繕

消防用設備 自動火災報知設備，非常警報設備の修繕，取替え

共用部に設置する消火器の取替え，薬剤の詰替え

住戸内 バルコニーおよび窓の手摺の修繕，取替え

浴室の漏水その他の修繕，取替え

畳修繕（雨漏り，給排水管の漏水等の入居者の責めによ

らないもの）

屋外部分 自転車置場の修繕

敷地内通路等の修繕

雨水桝，雨水排水管，側溝の修繕，取替え

敷地内フェンス，擁壁，遊具等の修繕

樹木，植栽の剪定，消毒

法定点検 昇降機，受水槽，消防設備の法定点検（昇降機の月例点

検等を含む）

その他 地震，風水害による建物等破損の修繕

その他住宅を良好な状態に保つための維持，修繕



別紙３

乙が行う維持および修繕（建物の瑕疵によるものを除く。）

専用部分および専用使用部分

内装 畳の表替え，裏返し，畳床の取替え

造作材，木部枠等の破損修繕

床，壁，天井の汚損塗装

クロス等の汚損または破損による張替え

付属家具等の破損修繕

建具類 玄関ドアのキズ補修

襖，戸襖，障子の張替え

玄関郵便受け，建具類（鋼製，木製），硝子の破損修繕

退去時の玄関錠の取替え，付属金物の破損修繕

金物類 流し台，水切棚，物干金物，バルコニー隔板，カーテン

レール，換気ガラリ・換気レジスター等の破損修繕

電気設備 各戸メーターより内部（住戸分電盤を含む）の破損修繕

住戸内の電管球の取替え

給排水およ 各戸メーターより内部の破損修繕

びガス設備

消防設備等 自動火災報知器，非常警報装置，ガス漏れ感知器の破損

修繕

専用使用部 バルコニー等の床，壁，天井の汚損修繕

分 専用庭の原状復旧

その他 入居者が取付けを行った設備等の撤去および撤去跡修繕

共用部分

給水ポンプ，外灯，階段灯など共同で使用する設備の電

気使用料

共同施設の光熱費，共用水道の使用料

集合郵便受けの破損修繕

電管球の取替え

排水管・排水溝の清掃

敷地の除草，清掃

その他共用部分の維持管理

備考 この様式により難いときは，この様式に準じた別の様式を使用

することができる



別記第７号様式（第７条関係） 

函館市借上市営住宅等賃貸借契約書 

 

賃貸人   （以下「甲」という 。） と賃借人函館市（以下「乙」と

いう 。） は，甲と乙の間で     年  月  日締結した「函館市

借上市営住宅等の供給に関する協定」に基づき，次のとおり賃貸借契約

（以下「本契約」という 。） を締結する。 

（賃貸借） 

第１条 甲は，甲の所有する別紙１に掲げる物件（以下「本物件」とい

う 。） を乙に賃貸し，乙は，これを賃借する。 

 （転貸） 

第２条 乙は，本物件を，公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第

２条に規定する市営住宅として，乙の選択する第三者（以下「入居者」

という ｡ ) に転貸するため貸借する。 

 （賃貸借期間） 

第３条 賃貸借の期間は，   年 月 日から   年 月 日まで

とする。なお，本契約は，地方自治法第２３４条の３に基づく長期継

続契約とする。 

 （借上料） 

第４条 乙は，予算の範囲内で，別紙２に掲げる借上料を，別紙３に掲

げる方法により甲に支払う。この場合において，振込手数料等借上料

の支払いに伴う費用は，乙が負担する。 

２ １月に満たない期間の借上料は，１月を３０日として日割計算した

額とする。この場合において，当該日割計算した額に１００円未満の

端数が生じたときは，その端数は，切り捨てる。 

３ 乙は，甲に対し，前２項の借上料以外は，敷金 , 権利金，保証金そ

の他名目の如何を問わず，支払義務を負わない。 

 （借上料の改定） 

第５条 甲および乙は，次の各号のいずれかに該当する場合は，協議の

うえ，借上料を改定することができる。 

⑴ 土地または建物に対する租税その他の負担の増減により，借上料

の額が不相当となった場合 



⑵ 土地または建物の価格の上昇または低下その他の経済事情の変動

により，借上料が不相当となった場合 

⑶ 近傍同種の建物の借賃に比較して，借上料の額が不相当となった

場合 

⑷ 甲が本物件に改良を施した場合 

 （維持および修繕） 

第６条 甲および乙が行う本物件の維持または修繕は，次の負担区分に

よるものとする。 

⑴ 甲は，入居者の責めに帰すべき事由による場合を除き，別紙４に

掲げるもの。 

⑵ 乙は，建物の瑕疵によるものを除き，別紙５に掲げるもの。 

⑶ 前２号によらない場合は，甲乙協議による。 

２ 乙は，入居者の責めに帰すべき事由による場合を除き，維持または

修繕が必要であると認めた場合，甲の負担により維持または修繕をす

ることを求めることができる。この場合において，甲は，甲の負担に

より維持または修繕をしなければならない。 

３ 乙は，維持もしくは修繕が急施を要すると認めた場合または前項の

規定による維持もしくは修繕の要求にもかかわらず甲が維持もしくは

修繕をしない場合，甲に代わって維持または修繕をすることができる。

この場合において，乙は，甲に対し，支払期限を定めて，当該維持ま

たは修繕に要した費用を請求することができる。 

４ 甲は，前項の費用を乙の請求に基づき，乙に支払わなければならな

い。 

５ 甲が前項の規定による支払を第３項の支払期限を過ぎても履行しな

い場合，乙は，第４条の借上料と当該請求額とを相殺することができ

る。 

６ 甲は，本物件について，法令等を遵守し管理を行うとともに，住宅

の安全性，居住性および耐火性に関する適切な性能を維持するため，

長期的な修繕計画に基づき計画的に修繕を行い，入居者が安定的に居

住することが出来るよう適正な維持管理に努めなければならない。 

（火災保険の加入） 



第７条 甲は，罹災の場合の修繕費に充当することを目的として，損害

保険会社との間で，本物件についての火災保険契約を締結または更新

し，これを借上期間中継続する。 

 （乙の管理業務） 

第８条 乙は，第３条の賃貸借期間中，乙の負担により，次の各号に掲

げる業務を行うものとする。 

⑴ 入居者の募集および決定に関すること。 

⑵ 家賃および敷金の受領および精算ならびに未収入金の督促および

受領に関すること。 

⑶ 入退去手続きに関すること。 

２ 乙は，第６条第１項，第３項および前項に規定する乙の業務の一部

を，乙が指定する者に委託することができる。 

３ 乙は，善良なる管理者としての注意をもって，本物件の維持管理に

努める。 

 （賃借権の登記） 

第９条 乙は，本契約の締結後，本物件に対する賃借権の設定登記を行

うものとする。この場合において，甲はこれを承諾するとともに，登

記手続に要する書類を乙に提出する。 

 （権利設定の制限等） 

第10条 甲は，乙の承諾なくして，本物件およびその敷地を譲渡し，ま

たは現状を変更し，もしくはこれらに抵当権その他の権利を設定して

はならない。 

２ 甲は，乙の承諾なくして，本物件に併存する施設（住宅部分および

非住宅部分）を次の各号に掲げる用途に供してはならない。 

⑴ 住宅部分 住宅以外の用途 

⑵ 非住宅部分 当初の用途（乙の承諾を得て変更した場合は変更後

の用途）以外の用途 

 （調査および報告） 

第11条 甲は，乙から本物件およびその敷地または事業状況等に関し調

査または報告を求められたときは，何時でもその要求に応じなければ

ならない。 

２ 前項の調査および報告により，乙が必要と認めるときは，乙は本物

件およびその敷地について立入検査を行うことができる。 



 （契約当事者等の変更等） 

第12条 甲は，乙がやむを得ないと認め承諾した場合を除き，本契約の

当事者としての地位を第三者に譲渡し，または承継してはならない。 

２ 甲は，前項による乙の承諾を得ようとする場合，甲と譲受人または

権利の設定をしようとする者との連署により，当該譲渡または権利の

設定をする理由を付して，乙に承諾を求めなければならない。この場

合において譲受人は，乙が本契約と同一の条件で承継することを承諾

するものとする。 

３ 甲（第３号および第６号の場合にあっては，相続人または清算人等

を含む 。） は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちに乙に対

して，その旨を書面で届けなければならない。 

⑴ 住所または氏名（法人の場合は，所在地，名称または定款もしく

は寄付行為）を変更したとき。 

⑵ 死亡し，または成年被後見人もしくは被保佐人となったとき。 

⑶ 相続したとき。 

⑷ 差押，仮差押，租税滞納処分その他これらに類する処分を受けた

とき。 

⑸ 会社の合併または営業の全部を譲渡したとき。 

⑹ 民事再生手続開始，会社整理開始，会社更正手続開始，破産もし

くは競売を申し立てられ，または自ら会社整理開始 , 和議開始，会

社更正手続開始，もしくは破産の申し立てをしたとき。 

⑺ 営業の廃止，変更または解散の決議をしたとき ｡  

 （土地の境界の管理） 

第13条 甲は，本物件の敷地と隣接する土地との境界に関する事項につ

いて，責任をもって管理するものとし，乙は，一切その責任を負わな

い。 

 （甲の承諾事項） 

第14条 甲は，乙が本物件を転貸することを異議なく承諾する。 

２ 甲は，乙が入居者を決定するにあたり，乙が定める手続により行う

ことを承諾する。 

３ 甲は，直接間接を問わず，駐車施設を除き本物件に関することにつ

いて，乙の承諾なくして，入居者と一切交渉してはならない。 



４ 甲は，本物件に設置する駐車施設を，入居者に優先的に賃貸しなけ

ればならない。 

５ 甲は，入居者に賃貸する駐車施設の使用料について，当該住宅の周

辺における同種の駐車施設の使用料を上回らないよう定めるものとす

る。 

 （甲の契約解除等） 

第15条 甲は，次の各号のいずれかに該当する場合 , 乙と協議のうえ，

本契約を解除することができる ｡  

⑴ 災害，老朽化等により，本物件を引き続き管理することが不適当

なとき。 

⑵ 建替を行う必要があるとき。 

⑶ 都市計画事業等の施行に伴い本物件を除却する必要があるとき。 

⑷ その他やむを得ない事情があるとき。 

２ 前項の協議は，契約を解除する日の１年前までに行わなければなら

ない。ただし，災害等事前に予期することができない場合は，この限

りでない。 

 （乙の契約解除等） 

第16条 乙は，経済情勢の変動その他の事由により，本物件を市営住宅

として借り上げることが不可能または著しく困難になったときは，甲

と協議のうえ，本契約を解除し，または変更することができる。 

２ 乙は，甲が本契約の各条項に違反し，本契約を継続することが困難

であると認められるに至ったときは，本契約を解除することができる。 

３ 乙は，甲が次の各号のいずれかに該当する場合，本契約を解除する

ことができる。 

⑴ 甲が，函館市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年函館

市条例第１５号 ) 第６条に規定する暴力団員等または暴力団関係事

業者と認められるとき。  

⑵ 甲が，北海道暴力団の排除の推進に関する条例（平成２２年北海

道条例第５７号）第１４条または第１５条各項に規定する禁止行為

を行ったと認められるとき。 

⑶ 甲が，本契約に関し，前２号のいずれかに該当することを知りな

がら，当該者を業務に従事させ，または業務の補助者として使用し

たと認められるとき。 



（予算の減額または削除に伴う解除等） 

第17条 本契約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条

の３の規定による長期継続契約であるため，本契約締結日の属する年

度の翌年度以降において，歳出予算の当該金額について減額または削

除があった場合，乙は，本契約を変更または解除することができる。 

２ 前項の場合は，本契約を変更または解除しようとする会計年度開始

日の１月前までに，甲に通知しなければならない。 

（補助金の返還） 

第18条 第１５条または第１６条の規定により本契約を解除した場合は，

本物件の建設に際し，乙が甲に支払った補助金の全部または一部の返

還を，甲に対して請求することができるものとする。 

 （本物件の返還等） 

第19条 借上期間が満了するとき，または第１５条もしくは第１６条も

しくは第１７条のいずれかの規定により本契約を解除した場合，乙は

本物件をその時点の現状有姿により甲に返還する。ただし，本契約が

第１５条，第１６条第２項または第３項の規定により解除した場合を

除き，乙は，入居者の退去に伴う乙所定の修繕を行う。なお，甲乙協

議により乙は，修繕に代わり修繕費相当額を甲に支払い返還すること

ができる。 

２ 甲は，前項に基づき返還された後，本物件について，乙に対し一切

の請求をしない。 

３ 乙は，返還にあたり次のとおり入居者を退去させる。ただし，入居

者が借上期間満了後の継続入居を希望し，甲が承認した場合はこの限

りでない。 

⑴ 借上期間が満了するとき，または第１６条第１項もしくは第１７

条の規定により本契約を解除した場合，返還の３ヶ月前まで。 

⑵ 第１５条，第１６条第２項または第３項の規定により解除した場

合，返還の日まで。 

４ 甲は，第９条の規定による賃借権設定登記の抹消登記手続を行うと

きは，これに必要な書類等を乙へ提出するものとし，乙はこれを行う。

なお，これに要する登録免許税は甲が負担する。 



５ 乙は，借上期間が満了するとき，または第１６条もしくは第１７条

の規定により本契約を解除した場合，甲に代わって入居者に借地借家

法（平成３年法律第９０号）第３４条第１項の規定による通知をする。 

 （乙の善管注意義務による免責） 

第20条 乙は，本物件の管理その他の事務について，善良なる管理者の

注意をもって処理する限り，甲に損害が生じてもその責めを負わない。 

２ 乙は，乙の責めに帰すべき事由による場合を除き，事由の如何を問

わず，本物件について生じた価格の下落その他の損害について，何ら

責任を負わない。 

 （損害賠償） 

第21条 甲または乙は，本契約に規定する義務に違反したことにより他

方の当事者に損害を与えた場合は，当該損害を賠償しなければならな

い。 

（不当介入等に対する届出義務） 

第22条 甲は，本契約の履行に当たり暴力団等（函館市暴力団等排除措

置要綱第１条にいう暴力団等をいう。以下同じ 。） から不当介入等（

函館市暴力団等排除措置要綱第１３条第１項にいう不当介入等をいう。

以下同じ 。） を受けた場合は，その旨を直ちに乙へ報告するとともに，

所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 甲は，暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は，その旨

を直ちに乙へ報告するとともに，被害届を速やかに所轄の警察署に提

出しなければならない。 

 （協議等） 

第23条 公営住宅法等関係法令，函館市営住宅条例（平成９年函館市条

例第２９号）等の改正に伴い，本契約の内容を変更する必要が生じた

ときは，甲および乙はこれを変更する。 

２ 甲および乙は，本契約に疑義が生じたとき，または本契約に定めの

ない事項について約定する必要があるときは，誠意をもって協議し，

解決する。 

 （管轄裁判所） 

第24条 本契約から生ずる一切の法律上の訴訟については，函館地方裁

判所を管轄裁判所とする。 

 （特約条項） 



第25条 本契約の特約については，次のとおりとする。 

 

 

本契約を証するため，本書２通を作成し，甲および乙それぞれ記名押印

のうえ，各自その１通を保有する。 

      年  月  日 

              甲 住所 

                氏名             ○印  

              乙 函館市 

                函館市長           ○印  

  



別紙１

(1) 物件の概要

建物名称

敷地概要

地名・地番 函館市 町 番

土地に関する権原 □所有権 □他の権利設定（ ）

敷地面積 ㎡

建物概要

建築面積 ㎡

延床面積 (建築基準法) ㎡

延床面積 (公営住宅法) (併存施設を除く) ㎡

工事完了年月日 年 月 日

住戸数 総戸数 戸 (うち市営住宅として借上げる戸数 戸）

□有( 台分）□棟内( 箇所）□棟外( 箇所）
自転車置場

付 □無

帯 □有(延べ ㎡）□棟内( 箇所）□棟外( 箇所）
物置

施 □無

設 その他 □棟内(延べ ㎡),( 箇所）

( ) □棟外(延べ ㎡),( 箇所）

駐車場（借上げの対象から除く）

敷地内に設ける □有（区画数 ）
駐車施設

□無

敷地外に設ける □有（区画数 ）
駐車施設

□無

併存施設 □有（用途 ),（床面積 ㎡）

(借上げの対象から除く) □無



(2) 物件の概要

住戸設備等

下足箱 □有（仕様等 ）□無

浴室および浴槽 □有（仕様等 ）□無

給湯設備 □有（仕様等 ）□無

ガスこんろ □有（仕様等 ）□無

冷暖房設備 □有（仕様等 ）□無

洗面設備 □有（仕様等 ）□無

□有（仕様等 ）□無

□有（仕様等 ）□無

使用可能電気容量 アンペア

ガス □都市ガス □プロパンガス □無

上水道 □本管直結 □受水槽

下水道 □公共下水道 □浄化槽



別紙２
借上料の総額および内訳

月 当 た り 借 上 料 の 総 額（円／月）
， ，

住戸番号 専用部分面積 間取り 月当たり借上料（円／月）
（㎡）

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

計 ， ，



別紙３

借上料の支払い方法等

借上料支払い開始日 年 月 日

借上料支払い期限 □当月分 □来月分 毎月（ ）日まで

金融機関名

店 名 店・支店
振込先

口 座 □普通 □当座 番号（ ）

(ふりがな)
名 義 人



別紙４

甲が行う維持および修繕（乙の責めに帰するものを除く。）

構造体およ 構造体等の破損，欠落，クラックの修繕

び仕上げ 外部および鉄部の塗装

外壁雨漏りおよび結露の修繕

屋根 雨漏り，屋上フェンスその他の修繕，取替え

共用部分 階段および廊下のモルタル塗り，ノンスリップ，手摺の

修繕，取替え

雨樋の修繕，取替え

鉄扉等（ＭＢ，ＰＳ）の修繕，取替え

掲示板の修繕，取替え

電気設備 外灯，階段灯等の修繕，取替え

（屋外部分 電気室，共用分電盤，電線管の修繕，取替え

を含む） テレビ共聴機器，電波障害対策設備の修繕，取替え

給水ポンプ制御盤の修繕，取替え

各戸メーターより内部（住戸内分電盤を含む）の破損修

繕以外の修繕

給排水設備 給水管の修繕，取替え

（屋外部分 各種弁類の修繕，取替え

を含む） 汚水桝類，汚水管，雑排水管の修繕，取替え

受水槽，給水ポンプの修繕，取替え

受水槽の清掃，消毒

ガス設備 ガス配管の修繕，取替え

各戸メーターより内部の破損修繕以外の修繕

消防用設備 自動火災報知設備，非常警報設備の修繕，取替え

共用部に設置する消火器の取替え，薬剤の詰替え

住戸内 バルコニーおよび窓の手摺の修繕，取替え

浴室の漏水その他の修繕，取替え

畳修繕（雨漏り，給排水管の漏水等の入居者の責めによ

らないもの）

屋外部分 自転車置場の修繕

敷地内通路等の修繕

雨水桝，雨水排水管，側溝の修繕，取替え

敷地内フェンス，擁壁，遊具等の修繕

樹木，植栽の剪定，消毒

法定点検 昇降機，受水槽，消防設備の法定点検（昇降機の月例点

検等を含む）

その他 地震，風水害による建物等破損の修繕

その他住宅を良好な状態に保つための維持，修繕



別紙５

乙が行う維持および修繕（建物の瑕疵によるものを除く。）

専用部分および専用使用部分

内装 畳の表替え，裏返し，畳床の取替え

造作材，木部枠等の破損修繕

床，壁，天井の汚損塗装

クロス等の汚損または破損による張替え

付属家具等の破損修繕

建具類 玄関ドアのキズ補修

襖，戸襖，障子の張替え

玄関郵便受け，建具類（鋼製，木製），硝子の破損修繕

退去時の玄関錠の取替え，付属金物の破損修繕

金物類 流し台，水切棚，物干金物，バルコニー隔板，カーテン

レール，換気ガラリ・換気レジスター等の破損修繕

電気設備 各戸メーターより内部（住戸分電盤を含む）の破損修繕

住戸内の電管球の取替え

給排水およ 各戸メーターより内部の破損修繕

びガス設備

消防設備等 自動火災報知器，非常警報装置，ガス漏れ感知器の破損

修繕

専用使用部 バルコニー等の床，壁，天井の汚損修繕

分 専用庭の原状復旧

その他 入居者が取付けを行った設備等の撤去および撤去跡修繕

共用部分

給水ポンプ，外灯，階段灯など共同で使用する設備の電

気使用料

共同施設の光熱費，共用水道の使用料

集合郵便受けの破損修繕

電管球の取替え

排水管・排水溝の清掃

敷地の除草，清掃

その他共用部分の維持管理

備考 この様式により難いときは，この様式に準じた別の様式を使用する

ことができる。



別記第７号様式の２（第７条関係） 

函館市借上市営住宅等の再借上に係る賃貸借契約書 

 

賃貸人   （以下「甲」という 。） と賃借人函館市（以下「乙」と

いう 。） は，甲と乙の間で    年  月  日に締結した「函館市

借上市営住宅等賃貸借契約書」（以下「原契約」という 。） に係り，次

のとおり原契約における借上期間満了後の期間について，改めて借上を

行うための賃貸借契約（以下「本契約」という 。） を締結する。 

（賃貸借） 

第１条 甲は，甲の所有する別紙１に掲げる物件（以下，「本物件」と

いう 。） を乙に賃貸し，乙は，これを賃借する。 

 （転貸） 

第２条 乙は，本物件を，公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第

２条に規定する市営住宅として，乙の選択する第三者（以下「入居者」

という ｡ ) に転貸するため貸借する。 

 （賃貸借期間） 

第３条 賃貸借の期間は，   年 月 日から   年 月 日まで

とする。なお，本契約は，地方自治法第２３４条の３に基づく長期継

続契約とする。 

 （借上料） 

第４条 乙は，予算の範囲内で，別紙２に掲げる借上料を，別紙３に掲

げる方法により甲に支払う。この場合において，振込手数料等借上料

の支払いに伴う費用は，乙が負担する。 

２ １月に満たない期間の借上料は，１月を３０日として日割計算した

額とする。この場合において，当該日割計算した額に１００円未満の

端数が生じたときは，その端数は，切り捨てる。 

３ 乙は，甲に対し，前２項の借上料以外は，敷金 , 権利金，保証金そ

の他名目の如何を問わず，支払義務を負わない。 

 （借上料の改定） 

第５条 甲および乙は，次の各号のいずれかに該当する場合は，協議の

うえ，借上料を改定することができる。 

⑴ 土地または建物に対する租税その他の負担の増減により，借上料

の額が不相当となった場合 



⑵ 土地または建物の価格の上昇または低下その他の経済事情の変動

により，借上料が不相当となった場合 

⑶ 近傍同種の建物の借賃に比較して，借上料の額が不相当となった

場合 

⑷ 甲が本物件に改良を施した場合 

 （維持および修繕） 

第６条 甲および乙が行う本物件の維持または修繕は，次の負担区分に

よるものとする。 

⑴ 甲は，入居者の責めに帰すべき事由による場合を除き，別紙４に

掲げるもの。 

⑵ 乙は，建物の瑕疵によるものを除き，別紙５に掲げるもの。 

⑶ 前２号によらない場合は，甲乙協議による。 

２ 乙は，入居者の責めに帰すべき事由による場合を除き，維持または

修繕が必要であると認めた場合，甲の負担により維持または修繕をす

ることを求めることができる。この場合において，甲は，甲の負担に

より維持または修繕をしなければならない。 

３ 乙は，維持もしくは修繕が急施を要すると認めた場合または前項の

規定による維持もしくは修繕の要求にもかかわらず甲が維持もしくは

修繕をしない場合，甲に代わって維持または修繕をすることができる。

この場合において，乙は，甲に対し，支払期限を定めて，当該維持ま

たは修繕に要した費用を請求することができる。 

４ 甲は，前項の費用を乙の請求に基づき，乙に支払わなければならな

い。 

５ 甲が前項の規定による支払を第３項の支払期限を過ぎても履行しな

い場合，乙は，第４条の借上料と当該請求額とを相殺することができ

る。 

６ 甲は，本物件について，法令等を遵守し管理を行うとともに，住宅

の安全性，居住性および耐火性に関する適切な性能を維持するため，

長期的な修繕計画に基づき計画的に修繕を行い，入居者が安定的に居

住することが出来るよう適正な維持管理に努めなければならない。 

（火災保険の加入） 



第７条 甲は，罹災の場合の修繕費に充当することを目的として，損害

保険会社との間で，本物件についての火災保険契約を締結または更新

し，これを借上期間中継続する。 

 （乙の管理業務） 

第８条 乙は，第３条の賃貸借期間中，乙の負担により，次の各号に掲

げる業務を行うものとする。 

⑴ 入居者の募集および決定に関すること。 

⑵ 家賃および敷金の受領および精算ならびに未収入金の督促および

受領に関すること。 

⑶ 入退去手続きに関すること。 

２ 乙は，第６条第１項，第３項および前項に規定する乙の業務の一部

を，乙が指定する者に委託することができる。 

３ 乙は，善良なる管理者としての注意をもって，本物件の維持管理に

努める。 

 （賃借権の登記） 

第９条 乙は，本契約の締結後，本物件に対する賃借権の設定登記を行

うものとする。この場合において，甲はこれを承諾するとともに，登

記手続に要する書類を乙に提出する。 

 （権利設定の制限等） 

第10条 甲は，乙の承諾なくして，本物件およびその敷地を譲渡し，ま

たは現状を変更し，もしくはこれらに抵当権その他の権利を設定して

はならない。 

２ 甲は，乙の承諾なくして，本物件に併存する施設（住宅部分および

非住宅部分）を次の各号に掲げる用途に供してはならない。 

⑴ 住宅部分 住宅以外の用途 

⑵ 非住宅部分 当初の用途（乙の承諾を得て変更した場合は変更後

の用途）以外の用途 

 （調査および報告） 

第11条 甲は，乙から本物件およびその敷地または事業状況等に関し調

査または報告を求められたときは，何時でもその要求に応じなければ

ならない。 

２ 前項の調査および報告により，乙が必要と認めるときは，乙は本物

件およびその敷地について立入検査を行うことができる。 



 （契約当事者等の変更等） 

第12条 甲は，乙がやむを得ないと認め承諾した場合を除き，本契約の

当事者としての地位を第三者に譲渡し，または承継してはならない。 

２ 甲は，前項による乙の承諾を得ようとする場合，甲と譲受人または

権利の設定をしようとする者との連署により，当該譲渡または権利の

設定をする理由を付して，乙に承諾を求めなければならない。この場

合において譲受人は，乙が本契約と同一の条件で承継することを承諾

するものとする。 

３ 甲（第３号および第６号の場合にあっては，相続人または清算人等

を含む 。） は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちに乙に対

して，その旨を書面で届けなければならない。 

⑴ 住所または氏名（法人の場合は，所在地，名称または定款もしく

は寄付行為）を変更したとき。 

⑵ 死亡し，または成年被後見人もしくは被保佐人となったとき。 

⑶ 相続したとき。 

⑷ 差押，仮差押，租税滞納処分その他これらに類する処分を受けた

とき。 

⑸ 会社の合併または営業の全部を譲渡したとき。 

⑹ 民事再生手続開始，会社整理開始，会社更正手続開始，破産もし

くは競売を申し立てられ，または自ら会社整理開始 , 和議開始，会

社更正手続開始，もしくは破産の申し立てをしたとき。 

⑺ 営業の廃止，変更または解散の決議をしたとき ｡  

 （土地の境界の管理） 

第13条 甲は，本物件の敷地と隣接する土地との境界に関する事項につ

いて，責任をもって管理するものとし，乙は，一切その責任を負わな

い。 

 （甲の承諾事項） 

第14条 甲は，乙が本物件を転貸することを異議なく承諾する。 

２ 甲は，乙が入居者を決定するにあたり，乙が定める手続により行う

ことを承諾する。 

３ 甲は，直接間接を問わず，駐車施設を除き本物件に関することにつ

いて，乙の承諾なくして，入居者と一切交渉してはならない。 



４ 甲は，乙が原契約に基づき本物件に居住させている入居者を，本契

約締結後も引き続き居住させることを承諾する。 

５ 甲は，本物件に設置する駐車施設を，入居者に優先的に賃貸しなけ

ればならない。 

６ 甲は，原契約に基づく本物件の入居者に対し既に賃貸している駐車

場については，特段の理由がない限り，本契約締結後も引き続き当該

入居者に賃借させる。 

７ 甲は，入居者に賃貸する駐車施設の使用料について，当該住宅の周

辺における同種の駐車施設の使用料を上回らないよう定めるものとす

る。 

 （甲の契約解除等） 

第15条 甲は，次の各号のいずれかに該当する場合 , 乙と協議のうえ，

本契約を解除することができる ｡  

⑴ 災害，老朽化等により，本物件を引き続き管理することが不適当

なとき。 

⑵ 建替を行う必要があるとき。 

⑶ 都市計画事業等の施行に伴い本物件を除却する必要があるとき。 

⑷ その他やむを得ない事情があるとき。 

２ 前項の協議は，契約を解除する日の１年前までに行わなければなら

ない。ただし，災害等事前に予期することができない場合は，この限

りでない。 

 （乙の契約解除等） 

第16条 乙は，経済情勢の変動その他の事由により，本物件を市営住宅

として借り上げることが不可能または著しく困難になったときは，甲

と協議のうえ，本契約を解除し，または変更することができる。 

２ 乙は，甲が本契約の各条項に違反し，本契約を継続することが困難

であると認められるに至ったときは，本契約を解除することができる。 

３ 乙は，甲が次の各号のいずれかに該当する場合，本契約を解除する

ことができる。 

⑴ 甲が，函館市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年函館

市条例第１５号 ) 第６条に規定する暴力団員等または暴力団関係事

業者と認められるとき。  



⑵ 甲が，北海道暴力団の排除の推進に関する条例（平成２２年北海

道条例第５７号）第１４条または第１５条各項に規定する禁止行為

を行ったと認められるとき。 

⑶ 甲が，本契約に関し，前２号のいずれかに該当することを知りな

がら，当該者を業務に従事させ，または業務の補助者として使用し

たと認められるとき。 

 （予算の減額または削除に伴う解除等） 

第17条 本契約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条

の３の規定による長期継続契約であるため，本契約締結日の属する年

度の翌年度以降において，歳出予算の当該金額について減額または削

除があった場合，乙は，本契約を変更または解除することができる。 

２ 前項の場合は，本契約を変更または解除しようとする会計年度開始

日の１月前までに，甲に通知しなければならない。 

 （本物件の返還等） 

第18条 借上期間が満了するとき，または前３条のいずれかの規定によ

り本契約を解除した場合，乙は本物件をその時点の現状有姿により甲

に返還する。ただし，本契約が第１５条，第１６条第２項または第３

項の規定により解除した場合を除き，乙は，入居者の退去に伴う乙所

定の修繕を行う。なお，甲乙協議により乙は，修繕に代わり修繕費相

当額を甲に支払い返還することができる。 

２ 甲は，前項に基づき返還された後，本物件について，乙に対し一切

の請求をしない。 

３ 乙は，返還にあたり次のとおり入居者を退去させる。ただし，入居

者が借上期間満了後の継続入居を希望し，甲が承認した場合はこの限

りでない。 

⑴ 借上期間が満了するとき，または第１６条第１項もしくは第１７

条の規定により本契約を解除した場合，返還の３ヶ月前まで。 

⑵ 第１５条，第１６条第２項または第３項の規定により本契約を解

除した場合，返還の日まで。 

４ 甲は，第９条の規定による賃借権設定登記の抹消登記手続を行うと

きは，これに必要な書類等を乙へ提出するものとし，乙はこれを行う。

なお，これに要する登録免許税は甲が負担する。 



５ 乙は，借上期間が満了するとき，または第１６条もしくは第１７条

の規定により本契約を解除した場合，甲に代わって入居者に借地借家

法（平成３年法律第９０号）第３４条第１項の規定による通知をする。 

 （乙の善管注意義務による免責） 

第19条 乙は，本物件の管理その他の事務について，善良なる管理者の

注意をもって処理する限り，甲に損害が生じてもその責めを負わない。 

２ 乙は，乙の責めに帰すべき事由による場合を除き，事由の如何を問

わず，本物件について生じた価格の下落その他の損害について，何ら

責任を負わない。 

 （損害賠償） 

第20条 甲または乙は，本契約に規定する義務に違反したことにより他

方の当事者に損害を与えた場合は，当該損害を賠償しなければならな

い。 

（不当介入等に対する届出義務） 

第21条 甲は，本契約の履行に当たり暴力団等（函館市暴力団等排除措

置要綱第１条にいう暴力団等をいう。以下同じ 。） から不当介入等（

函館市暴力団等排除措置要綱第１３条第１項にいう不当介入等をいう。

以下同じ 。） を受けた場合は，その旨を直ちに乙へ報告するとともに，

所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 甲は，暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は，その旨

を直ちに乙へ報告するとともに，被害届を速やかに所轄の警察署に提

出しなければならない。 

 （協議等） 

第22条 公営住宅法等関係法令，函館市営住宅条例（平成９年函館市条

例第２９号）等の改正に伴い，本契約の内容を変更する必要が生じた

ときは，甲および乙はこれを変更する。 

２ 甲および乙は，本契約に疑義が生じたとき，または本契約に定めの

ない事項について約定する必要があるときは，誠意をもって協議し，

解決する。 

 （管轄裁判所） 

第23条 本契約から生ずる一切の法律上の訴訟については，函館地方裁

判所を管轄裁判所とする。 

 （特約条項） 



第24条 本契約の特約については，次のとおりとする。 

 

本契約を証するため，本書２通を作成し，甲および乙それぞれ記名押

印のうえ，各自その１通を保有する。 

      年  月  日 

              甲 住所 

                氏名             ○印  

              乙 函館市 

                函館市長           ○印  

 



別紙１

(1) 物件の概要

建物名称

敷地概要

地名・地番 函館市 町 番

土地に関する権原 □所有権 □他の権利設定（ ）

敷地面積 ㎡

建物概要

建築面積 ㎡

延床面積 (建築基準法) ㎡

延床面積 (公営住宅法) (併存施設を除く) ㎡

工事完了年月日 年 月 日

住戸数 総戸数 戸 (うち市営住宅として借上げる戸数 戸）

□有( 台分）□棟内( 箇所）□棟外( 箇所）
自転車置場

付 □無

帯 □有(延べ ㎡）□棟内( 箇所）□棟外( 箇所）
物置

施 □無

設 その他 □棟内(延べ ㎡),( 箇所）

( ) □棟外(延べ ㎡),( 箇所）

駐車場（借上げの対象から除く）

敷地内に設ける □有（区画数 ）
駐車施設

□無

敷地外に設ける □有（区画数 ）
駐車施設

□無

併存施設 □有（用途 ),（床面積 ㎡）

(借上げの対象から除く) □無



(2) 物件の概要

住戸設備等

下足箱 □有（仕様等 ）□無

浴室および浴槽 □有（仕様等 ）□無

給湯設備 □有（仕様等 ）□無

ガスこんろ □有（仕様等 ）□無

冷暖房設備 □有（仕様等 ）□無

洗面設備 □有（仕様等 ）□無

□有（仕様等 ）□無

□有（仕様等 ）□無

使用可能電気容量 アンペア

ガス □都市ガス □プロパンガス □無

上水道 □本管直結 □受水槽

下水道 □公共下水道 □浄化槽



別紙２
借上料の総額および内訳

月 当 た り 借 上 料 の 総 額（円／月）
， ，

住戸番号 専用部分面積 間取り 月当たり借上料（円／月）
（㎡）

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

計 ， ，



別紙３

借上料の支払い方法等

借上料支払い開始日 年 月 日

借上料支払い期限 □当月分 □来月分 毎月（ ）日まで

金融機関名

店 名 店・支店
振込先

口 座 □普通 □当座 番号（ ）

(ふりがな)
名 義 人



別紙４

甲が行う維持および修繕（乙の責めに帰するものを除く。）

構造体およ 構造体等の破損，欠落，クラックの修繕

び仕上げ 外部および鉄部の塗装

外壁雨漏りおよび結露の修繕

屋根 雨漏り，屋上フェンスその他の修繕，取替え

共用部分 階段および廊下のモルタル塗り，ノンスリップ，手摺の

修繕，取替え

雨樋の修繕，取替え

鉄扉等（ＭＢ，ＰＳ）の修繕，取替え

掲示板の修繕，取替え

電気設備 外灯，階段灯等の修繕，取替え

（屋外部分 電気室，共用分電盤，電線管の修繕，取替え

を含む） テレビ共聴機器，電波障害対策設備の修繕，取替え

給水ポンプ制御盤の修繕，取替え

各戸メーターより内部（住戸内分電盤を含む）の破損修

繕以外の修繕

給排水設備 給水管の修繕，取替え

（屋外部分 各種弁類の修繕，取替え

を含む） 汚水桝類，汚水管，雑排水管の修繕，取替え

受水槽，給水ポンプの修繕，取替え

受水槽の清掃，消毒

ガス設備 ガス配管の修繕，取替え

各戸メーターより内部の破損修繕以外の修繕

消防用設備 自動火災報知設備，非常警報設備の修繕，取替え

共用部に設置する消火器の取替え，薬剤の詰替え

住戸内 バルコニーおよび窓の手摺の修繕，取替え

浴室の漏水その他の修繕，取替え

畳修繕（雨漏り，給排水管の漏水等の入居者の責めによ

らないもの）

屋外部分 自転車置場の修繕

敷地内通路等の修繕

雨水桝，雨水排水管，側溝の修繕，取替え

敷地内フェンス，擁壁，遊具等の修繕

樹木，植栽の剪定，消毒

法定点検 昇降機，受水槽，消防設備の法定点検（昇降機の月例点

検等を含む）

その他 地震，風水害による建物等破損の修繕

その他住宅を良好な状態に保つための維持，修繕



別紙５

乙が行う維持および修繕（建物の瑕疵によるものを除く。）

専用部分および専用使用部分

内装 畳の表替え，裏返し，畳床の取替え

造作材，木部枠等の破損修繕

床，壁，天井の汚損塗装

クロス等の汚損または破損による張替え

付属家具等の破損修繕

建具類 玄関ドアのキズ補修

襖，戸襖，障子の張替え

玄関郵便受け，建具類（鋼製，木製），硝子の破損修繕

退去時の玄関錠の取替え，付属金物の破損修繕

金物類 流し台，水切棚，物干金物，バルコニー隔板，カーテン

レール，換気ガラリ・換気レジスター等の破損修繕

電気設備 各戸メーターより内部（住戸分電盤を含む）の破損修繕

住戸内の電管球の取替え

給排水およ 各戸メーターより内部の破損修繕

びガス設備

消防設備等 自動火災報知器，非常警報装置，ガス漏れ感知器の破損

修繕

専用使用部 バルコニー等の床，壁，天井の汚損修繕

分 専用庭の原状復旧

その他 入居者が取付けを行った設備等の撤去および撤去跡修繕

共用部分

給水ポンプ，外灯，階段灯など共同で使用する設備の電

気使用料

共同施設の光熱費，共用水道の使用料

集合郵便受けの破損修繕

電管球の取替え

排水管・排水溝の清掃

敷地の除草，清掃

その他共用部分の維持管理

備考 この様式により難いときは，この様式に準じた別の様式を使用する

ことができる。



別記第８号様式（第１０条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 工 事 契 約 締 結 報 告 書

年 月 日

函館市長 様

住所

認定事業者 氏名

電話（ ） 局 番

年 月 日認定番号第 号で認定を受けた建設

計画について，次のとおり建設工事に係る契約を締結したので，函館市

借上市営住宅制度実施要綱第１２条第１項の規定により報告します。

１ 建設工事施行場所

函館市 町 番

２ 建設工事名

３ 工事請負契約書（写） 別紙のとおり

添付書類

各建設工事の工事請負契約書の写し



別記第９号様式（第１０条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 工 事 完 了 報 告 書

年 月 日

函館市長 様

住所

認定事業者 氏名

電話（ ） 局 番

年 月 日認定番号第 号で認定を受けた建設

計画について，次のとおり建設工事が完了したので，函館市借上市営住

宅制度実施要綱第１２条第１項の規定により報告します。

１ 建設工事施行場所

函館市 町 番

２ 建設工事完了年月日

年 月 日



別記第１０号様式（第１１条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 工 事 完 了 認 定 通 知 書

年 月 日

様

函館市長 印

年 月 日付けで報告のあった建設工事の完了について，

次のとおり函館市借上市営住宅制度実施要領第１１条第２項の認定をし

たので通知します。

１ 建設計画

認定年月日 年 月 日

認 定 番 号 第 号

２ 建設工事施行場所

函館市 町 番

３ 認定事業者

住所

氏名



別記第１０号様式の２（第１１条の２関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 引 渡 し 書

年 月 日

函館市長 様

住所

認定事業者 氏名

電話（ ） 局 番

年 月 日付けで建設工事完了の認定を受けた次の借上

市営住宅等について，函館市借上市営住宅等の供給に関する協定書第９

条の内容に従い入居可能な状態といたしましたので，函館市借上市営住

宅制度実施要綱第１２条の２の規定により引渡します。

１ 建設計画

認定年月日 年 月 日

認 定 番 号 第 号

２ 建設工事施行場所

函館市 町 番

添付書類等

当該借上市営住宅等の管理に必要なしゅん功図

当該借上市営住宅等の管理に係る鍵



別記第１１号様式（第１２条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 の 地 位 承 継 承 認 申 請 書

年 月 日

函館市長 様

住所

申請者 氏名

電話（ ） 局 番

年 月 日認定番号第 号で認定を受けた建設

計画について，函館市借上市営住宅制度実施要綱第２４条の規定により，

当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認を受

けたいので，次のとおり関係書類を添えて申請します。

１ 地位承継の原因

２ 地位承継原因発生年月日

年 月 日

３ 認定事業者および被承継人

認定事業者 被 承 継 人

住 所

氏 名

添付書類

(1) 権原の取得および認定事業者との関係等を証する書類

(2) 被承継人の印鑑証明書

(3) 被承継人の資格確認書（別紙）



(別紙)

資格確認書

申請者（個人である場合）

（ふりがな） 本 籍
生年月日

氏 名 住 所

申請者（法人である場合）

（ふりがな）
本 店

名 称

役員に関する事項（申請者が法人である場合）

（ふりがな） 生年月日 本 籍

名 称 役職名・呼称 住 所

※ 欄が必要な場合は，適宜追加すること。



別記第１２号様式（第１２条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 の 地 位 承 継 承 認 通 知 書

年 月 日

様

函館市長 印

年 月 日付けで申請のあった地位の承継について，次

のとおり函館市借上市営住宅制度実施要領第１２条第２項の承認をした

ので通知します。

１ 建設計画

認定年月日 年 月 日

認 定 番 号 第 号

２ 被承継人（地位承継後の認定事業者）

住所

氏名

３ 承認年月日

年 月 日



別記第１３号様式（第１４条関係）

函館市借上市営住宅等建設計画中止（廃止）承認申請書

年 月 日

函館市長 様

住所

認定事業者 氏名

電話（ ） 局 番

年 月 日認定番号第 号で認定を受けた建設

計画について，函館市借上市営住宅制度実施要綱第２５条第１項の規定

により，当該計画に係る事業の中止（廃止）の承認を受けたいので，次

のとおり関係書類を添えて申請します。

１ 中止（廃止）の原因

２ 中止（廃止）原因発生年月日

年 月 日

添付書類

中止（廃止）原因の発生を証する書類



別記第１４号様式（第１４条関係）

函館市借上市営住宅等建設計画中止（廃止）承認通知書

年 月 日

様

函館市長 印

年 月 日付けで申請のあった建設計画に係る事業の中

止（廃止）について，次のとおり函館市借上市営住宅制度実施要領第

１４条第２項の承認をしたので通知します。

１ 建設計画

認定年月日 年 月 日

認 定 番 号 第 号

２ 承認年月日

年 月 日



別記第１５号様式（第１５条関係）

函 館 市 借 上 市 営 住 宅 等 建 設 計 画 認 定 取 消 通 知 書

年 月 日

様

函館市長 印

函館市借上市営住宅制度実施要綱第２７条第１項の規定により，次の

とおり建設計画の認定を取り消したので通知します。

１ 建設計画

認定年月日 年 月 日

認 定 番 号 第 号

２ 取消年月日

年 月 日

３ 取消しの理由

この処分について不服があるときは，この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６０日以内に函館市長に対して異議申立てをする

ことができます。



別記第１６号様式（第１６条関係） 

函館市借上市営住宅等の再借上に係る同意書 

年   月   日 

 

函館市長 様 

 

住所 

認定事業者 氏名           

      電話（  ）  局    番 

 

     年  月  日に函館市借上市営住宅等賃貸契約書により締

結した下記の借上市営住宅等について，当該借上期間満了後に市が市営

住宅として借り上げることに同意するので，函館市借上市営住宅制度実

施要綱第２８条第２項の規定により，次のとおり関係図書を添えて届け

出ます。 

 また，届出者および届出者が法人である場合その役員が，函館市暴力

団の排除の推進に関する条例（平成２６年函館市条例第１５号)第６条

に規定する暴力団員等または暴力団関係事業者ではないことを誓約しま

す。なお，必要があるときは，暴力団員等または暴力団関係事業者につ

いて，市長が関係機関にこの情報を利用して調査を行うことについて，

同意します。 

 

記 

 

１ 借上市営住宅等 

⑴ 建物名称 

⑵ 所在地 

 

２ 当該建築物等における維持管理報告書等 

 ⑴ 建築基準法に基づく定期報告（建築物，設備，昇降機） 

 ⑵ 消防法に基づく消防用設備等点検報告 

 ⑶ その他（    ） 

 ※ 申請日における直近のもの


